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京
都
。
長
岡
宮

・
京
跡

所
在
地
　
　
　
一爪
都
府
向
日
市
森
本
町
下
森
本

。
上
植
野
町
十
ケ
坪

調
査
期
間
　
　
北
辺
官
行
南
部
　
一
九
八
三
年
（昭
５８
）
一
一
月
、
左
京
四

条
二
坊
六
町
　
八
三
年

一
二
月
１
八
四
年
（昭
５９
Ｘ
二
月

発
掘
機
関
　
　
向
日
市
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
山
中
　
章

・
官
原
晋

一

遺
跡
の
種
類
　
官
衡
跡

・
都
城
跡

遺
跡
の
時
代
　
八
世
紀
末

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　

北
辺

官

衛

南

部

（宮
第

一
四
二
次
調
査
７

Ａ
Ｎ
７
Ｈ
地
区
）

調
査
地
は
長
岡
官
北
辺

官
衝
地
区
南
部
の
、
中
央

よ
り
東
二
町
の
区
画
に
相

酬
　
当
す
る
。
調
査
は
公
共
施

細
　
設
の
新
築
に
伴
う
事
前
調

僚
　
査
と
し
て
、
約
二
〇
∬
に

つ
い
て
実
施
し
た
も
の
で

あ
る
。
付
近
で
は
過
去
に
長
岡
宮
跡
第

一
号
の
木
簡
を
出
上
し
た
川
跡
が
存
在

し
、
本
調
査
に
お
い
て
も
こ
れ
に
関
連
す
る
遺
構
の
検
出
が
期
待
さ
れ
た
。
調

査
の
結
果
、
旧
地
表
下
○

・
五
ｍ
の
深
さ
で
長
岡
京
時
代
の
沼
状
の
拡
が
り
が

検
出
さ
れ
た
。

木
簡
は
こ
の
沼
状
の
堆
積
上
の
中
か
ら
二
点
出
上
し
た
。
調
査
地
が
狭
少
な

た
め
、
沼
状
遺
構
の
規
模

・
性
格
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

共
伴
し
た
遺
物
に
は
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
人
形
、
曲
物
等
が
あ
る
。
特
に

須
恵
器
の
杯
片
に

「□
所
」
と
墨
書
し
た
も
の
が
あ
り
、
木
筒
と
の
関
連
が
注

目
さ
れ
る
。

一
一　
左
京
四
条
二
坊
六
町

（左
京
第
一
〇
六
次
調
査
７
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｔ
Ｂ
１
３
地
区
）

調
査
地
は
左
京
四
条
二
坊
六
町
に
相
当
す
る
。
調
査
は
民
間
の
宅
地
造
成
に

伴
う
事
前
調
査
と
し
て
約

一
八
五
〇
ド
に
つ
い
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
長

岡
京
時
代
の
検
出
遺
構
と
し
て
は
、
四
条
第
二
小
路
の
南
北
両
側
溝
、
掘
立
柱

建
物
五
棟
、
井
戸

一
基
、
土
羨

一
基
等
が
あ
る
。
本
調
査
地
の
長
岡
京
時
代
の

遺
構
は
、
四
条
第
二
小
路
の
北
側
溝
が
機
能
し
て
い
た
第
Ｉ
期
と
、
北
側
溝
を

埋
積
、
整
地
し
た
後
の
第
Ｉ
期
に
大
別
で
き
る
。
木
簡
は
第
Ⅱ
期
に
相
当
す
る

井
戸
Ｓ
Ｅ
Ｏ
三
三
九
の
最
下
層
よ
り

一
点
出
土
し
た
。
井
戸
は
縦
板
組
横
桟
ど

め
と
し
て
分
類
さ
れ
る
構
造
を
も
ち
、
二
段
に
分
け
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
平

面
形
は
一
辺

一
・
一
ｍ
の
方
形
を
な
し
、
深
さ
三

・
Ｏ
ｍ
を
測
る
。
井
戸
底
に

は
河
原
石

。
木
炭
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
。

井
戸
よ
り
出
土
し
た
遺
物
に
は
、
木
簡
の
他
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
曲
物
底
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板
、
斎
串
、
櫛
、
独
楽
、
籠
等
が
あ
る
。
墨
書
上
器
に
は
、
ズ

千
」
と
記
す
須

恵
器
の
杯
Ｂ
が
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
北
辺
官
衝
南
部

①
　
。
×
道
郡
胡
麻
油

一
斗
七
升
五
合
」

〔十

一
≧

・　
延
暦
八
年
□
□
月
七
日
　
　
」
　

　

　

　

（駁
▼
］露
⇔
ｏ‘

②

　

「
　
　
　
　
一戸
主
栗
田

牛
甘
戸

口
　

」
　

Ｐ∞露
含
ｙ
『
目

ω
は
上
端
折
損
。
胡
麻
油
を
貢
進
し
た
荷
札
で
あ
る
。
胡
麻
油
は
始
め
調
副

物
の
品
日
で
あ

っ
た
が
、
養
老
元
年
（七
一
七
）
調
副
物
と
中
男
の
正
調
を
廃
止

し
、
中
男
作
物
を
輸
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
後

Ｑ
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
一
一
月

戊
午
条
）
、
中
男
作
物
の
品
目
と
な
っ
た
。
し
た
が

っ
て
ω
は
中
男
作
物
の
荷
札

と
推
定
で
き
る
。
□
道
郡
と
い
う
郡
単
位
で
貢
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を

裏
付
け
る
。

□
道
郡
の
地
名
は
、
備
前
国
上
道
郡
か
備
中
国
下
道
郡
に
該
当
し
よ
う
Ｇ
和

名
抄
し
。　
二
郡
の
他
に
、
隠
岐
国
の
隠
地
郡
を
役
道
郡
と
記
す
例

も
あ

る
が

（天
平
五
年
隠
伎
国
正
税
帳
）
、
『延
一骨
式
』

に
よ
る
と
、　
備
前

・
備
中
二
国
は
中

男
作
物
と
し
て
胡
床
油
を
貢
進
す
る
の
に
対
し
、
隠
岐
国
は
貢
進
し
な
い
の
で
、

①
に
は
該
当
し
な
い
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
、
中
男
作
物
の
納
期
が
調
庸
と
同

様
と
す
る
と
、
近
国
は
一
〇
月
三
〇
日
、
中
国
は
一
一
月
三
〇
日
迄
に
納
入
し

終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

（賦
役
令
調
庸
物
条
）、　
国
元
を

一
一
月
七
日
に

発
進
し
た
と
解
せ
る
こ
の
本
簡
は
、
近
国
の
備
前
国
上
道
郡
で
は
な
く
中
国
の

備
中
国
下
道
郡
の
も
の
と
な
る
。

次
に
、　
一
斗
七
升
五
合
は
現
量

一
二

・
六
チ
で
一
甕
の
容
量
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
賦
役
令
の
調
副
物
の
規
定
に
よ
る
と
大
斤
で
中
男

一
〇
〇
〇
人
分
の
貢

納
量
に
相
当
し
、
『延
喜
式
』
の
規
定
で
は
二
五
人
分
に
相
当
す
る
。

②
は
左
半
欠
損
。
荷
札
と
思
わ
れ
る
が
、
本
来
地
名
を
記
入
す
べ
き
上
端
、

戸
口
名
を
記
入
す
べ
き
下
端
が
と
も
に
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

一
一　
左
京
四
条
二
坊
六
町

ω

名
鏑
取

口
口

□
□
連
□
□

□
連
□
田
連
美
□

草
連

□
」

Ｌ
□

　

，

Ｋ

□

忘
」

∞
⇔
い
×
岸
Φ
Ｘ
⇔
　
　
〇
解
騨

先
に
裏
面
に
横
書
き
し
た
後
、
上
下
端
を
二
次
的
に
切
断
、
左
右
辺
を
削
り

調
整
し
て
表
面
に
墨
書
し
た
も
の
。
裏
面
の
第
二
字
を
第
五
字
の
行
間
は
各
八

ｃｍ
と
等
し
い
。

（清
水
み
き
）


